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寒川町民生嘱託員設置に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  

  

平成28年11月29日 

  

  

寒川町長 木 村 俊 雄 
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寒川町規則第26号 

 

寒川町民生嘱託員設置に関する規則の一部を改正する規則 

 

寒川町民生嘱託員設置に関する規則(平成14年寒川町規則第9号)の一部を次のよう

に改正する。 

第3条第1項中「68人」を「73人以内」に改める。 

附 則 

この規則は、平成28年12月1日から施行する。 

 


